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※工事業者と打ち合わせの上、見積を入手してください

※申請内容に変更がある場合は事前に変更承認申請書
を提出し承認を受けてください

※変更承認通知を受けることにより変更が可能です

・請求書の受領から口座振込まで３週間程度かかる場合
がありますのでご了承ください

2月25日

山田町公共下水道等接続促進事業補助金交付申請の流れ（イメージ）

補助金を受けるために
必要な手続き

及び
手続きの最終期限

備考

期限日が閉庁日の場合は
その直前の開庁日が期限補助金交付申請書提出

⑥

※上記記載の期限日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が期限日となります

注意：補助金交付決定通知前に着手した場合は補助対象になりません

手続き 最終期限

１月末日

工事完了期限

補助金交付申請書を提出

受付期間：各年度の４月１日から翌年１月末日

※申請者本人及び生計を一にする同一世帯の者に町税、水道料金、下水道等使用料に滞納が

ある場合は補助金の交付を受けることができません

町が補助金交付決定通知書を交付

着手可能

町が検査実施・補助金交付額確定通知書を交付

町へ補助金交付請求書を提出

町が補助金交付（口座振込）

排水設備工事着手

変更ある場合：町へ変更承認申請書を提出

町が変更承認（不承認）通知書を交付

■ ２月２５日期限■ 排水設備工事完了

■ ２月末日期限■ 事業実績報告書提出

・排水設備工事は、申請年度の２月２５日までに
完了する必要があります

・工事完了後５日以内又は２月末日のいずれか
早い日までに実績報告書の提出が必要です

下水道排水設備等計画確認申請

町が排水設備等計画確認通知書を交付

排水設備工事指定店へ見積を依頼

・補助金交付請求書は速やかに提出してください


